
平２４年度労働者派遣法改正案の概要 
 

今回の労働者派遣法改正案では、登録型派遣の原則禁止、製造業派遣の原則禁止は今回の改正から削除されまし

た。また、日雇派遣については日雇派遣の定義が従来案から変更になり、適用除外業務及び提供除外対象労働者

もしめされます。労働契約申し込みみなし制度や一般派遣、特定派遣の在り方・専門２６業務の在り方等につい

ては検討することが附帯決議に示されています。 
 

平成２４年度労働者派遣法改正案の主な改正点 
 

１、法律の名称の変更 
今回の法改正の趣旨を踏まえ、法律の名称目的を変更し、「派遣労働者の保護」を明記します。 
 

２、日雇い派遣の原則禁止 
【日雇派遣の定義】  日々雇用又は３０日内の期間を定めて雇用される労働者が対象 
（注意）政令にて適用除外業務及び適用除外対象となる労働者を定める 

 

３、グループ企業内派遣の規制 
  （１）グループ企業内の８割規制 
    ※規制の基準は派遣労働者数ではなく、派遣している時間が基準となります。 
  （２）離職後１年以内のもの派遣の禁止 
     派遣労働者を離職した職場へ１年以内に派遣することを禁止します。 
     ※６０歳以上の場合の例外あります。 

４、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善 
  （１）無期雇用化の促進、派遣先労働者との派遣先労働者との均衡に配慮した待遇 
  （２）情報公開 マージン率の公開 
     マージン率とは、（派遣料金の平均－派遣労働者の賃金平均）÷派遣料金の平均 
   ※細かな計算方法は厚生労働省令で定めますが、基本的には上記のとおりです。 
  （３）派遣労働者に対する労働条件の明示 
     待遇の説明及び派遣料金の明示が必要になります。 
  （４）派遣契約の内容の明確化 
  （５）無期雇用者に係る労働契約申し込み義務の特例 
 

５、違法派遣や偽装請負への迅速な対応 
  （１）労働契約申し込みみなし制度の創設 
    ※ただし、この労働契約申し込みみなし制度については３年後。附帯決議に違法派遣偽装請負の定義 

の明確化がもめられています。 



  （２）派遣許可の欠格事由などの整備 
     ・欠格事由の追加 ・許可取り消し、廃止事由の追加 

６、労災保険法上の責任の強化 
  （１）派遣先を対象とする労災保険法上の報告  （２）派遣先を対象とする立入検査等 
  （３）派遣先を対象とする罰則の強化 
 
【参考資料】 労働者派遣法改正案 附帯決議 （平成 24 年 3 月 27 日 参議院厚生労働委員会） 
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法

律案に対する附帯決議 
  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 
 
 一 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一

年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機

会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。 
 
 二 いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度につい

て、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。

検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること

等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。 労働契約申込みみなし規定の

適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。 
 
 三 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁

寧・適切に実施するよう改めること。労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケー

ス」を、具体的に明確化すること。併せて、事業者及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁

寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。 
 
 四 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意

見聴取を徹底するよう努めること。 
 
 五 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載さ

れている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。 
 
 六 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者

派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。 
 
 七 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労

働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること。 
 
 八 本法施行にあたっては、あらかじめ、派遣労働者、派遣元・派遣先事業主等に対し、日雇派遣の原則禁止、

派遣労働者の無期雇用への転換推進、均衡待遇の確保、「マージン率」の情報公開等今回の改正内容について、

十分な広報・情報提供を行い、周知徹底するよう万全を期すること。 


